
開始日 国名
以前の措置

（最長滞在・有効期
間）

緩和措置
（最長滞在・有効期間）

２０１３年

７月１日

タイ 数次ビザ（９０日・３年） ＩＣ旅券ビザ免除（１５日）

マレーシア 数次ビザ（９０日・３年） ＩＣ旅券ビザ免除再開（９０日）

ベトナム 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

フィリピン 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

インドネシア 数次ビザ（１５日・３年） 数次ビザの滞在期間延長（３０日・３年）

１０月１５日 アラブ首長国連邦 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（９０日・３年）

１１月１８日
カンボジア 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

ラオス 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

１１月２５日 パプアニューギニア 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

２０１４年

１月１５日 ミャンマー 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

７月３日 インド 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

９月３０日
インドネシア，
フィリピン，ベトナム

数次ビザ
（30日，15日，15日・３年）

数次ビザ発給要件の大幅緩和（３０日・５年）
（訪日歴及びＧ７への渡航歴がある者は渡航費用支弁能力を確認する資料の省略等）

１１月２０日
インドネシア，
フィリピン，ベトナム

一次ビザ（９０日）
指定旅行会社パッケージツアー
参加者用一次観光ビザ申請手続き簡素化（１５日）

１２月１日 インドネシア 数次ビザ（３０日・３年） ＩＣ旅券事前登録制によるビザ免除（１５日・３年）

２０１５年

１月１９日 中国
数次ビザ
（９０日・①５年②３年）

①商用目的，文化人・知識人数次ビザの緩和（９０日・５年）
（商用：訪日歴の要件撤廃，文化人・知識人：身元保証書等の書類省略）

②沖縄県・東北三県数次ビザの緩和（３０日・３年）
（過去３年以内に訪日歴のある者は経済要件の緩和，家族のみの渡航可）

③相当な高所得者用数次ビザの導入（９０日・５年）
（訪問地要件のない新しい数次ビザ，有効期間５年，家族のみの渡航可）

６月１５日 ブラジル 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（３０日・３年）→2016.02.02から滞在期間最長９０日

８月１０日 モンゴル 一次ビザ（９０日） 数次ビザ（１５日・３年）

２０１６年

１月１１日 インド 数次ビザ（１５日・３年）
数次ビザ発給要件の大幅緩和（３０日・５年）
（訪日歴及びＧ７への渡航歴がある者は渡航費用支弁能力を確認する資料の省略等）

２月１５日 ベトナム・インド 数次ビザ（９０日・５年）
数次ビザ発給要件の緩和（９０日・１０年）
（我が国初となる有効期間最長１０年の導入，発給対象者の拡大等）

最近のビザ緩和（一般旅券所持者）
2016年３月 外務省
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